
 

                                                        事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ２ 月 1 6日 

 

     

各           民生主管部（局）担当者 様 

     

 

                     

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課 

   

児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金 

交付要綱の改正点及びその運用について  

 

１．事務費関係 

 

（１）児童相談所一時保護所関係 

  ① 心理療法担当職員の配置 

        １施設当たり年額         ５，８１８，４００円→５，８２４，０６７円 

 

    ② 個別指導を行う主任児童指導員の配置 

      １施設当たり年額 

定員11～20人の場合   ５，５６６，４５６円→５，５７２，５４０円 

定員21人以上の場合 １１，１３２，９１２円→１１，１４５，０８０円 

 

  ③ 栄養士の配置 

      １施設当たり年額      ４，４０５，８４７円→４，４１０，７５５円 

 

  ④ 事務職員の配置 

      １施設当たり年額 

定員20人までの場合              １，４１４，８８０円 

定員21人以上の場合   ４，７０９，６４２円→４，７１４，８６６円 

 

（２）小規模グループケアの推進 

  （児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設）                             

    １施設当たり年額         ７，２１４，９８２円→ ７，２１４，７９７円 

 

（３）里親支援専門相談員加算（児童養護施設、乳児院）                             

    １施設当たり年額          ５，８１８，９５９円→ ５，８２４，５３５円 

[里親支援のための交通費を含む]  

          

（４）個別対応職員加算（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院、母子生活支援施設）                             

        １施設当たり年額          ５，８１６，３５４円→ ５，８２１，５８０円 

※ 児童養護施設、乳児院（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院を除く）、児童心理治

療施設、児童自立支援施設は一般分保護単価に算入 

都 道 府 県 

指 定 都 市 

中 核 市 

児童相談所設置市 



 

（５）地域小規模児童養護施設                             

        １施設当たり年額      １５，８６４，７３６円→１６，４４４，２４６円 

             

（６）小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設                             

        １施設当たり年額           ８，３２８，７６８円→８，７１６，９８０円 

 

（７）心理療法担当職員加算 

  （児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、児童自立支援施設、児童心理治療施設） 

       １施設当たり年額                              

        常勤職員配置             ５，８１６，３５４円→５，８２１，５８０円 

     常勤的非常勤職員配置    ３，４１８，１９５円→３，４６８，５９７円 

 

（８）看護師加算（児童養護施設）   

    １施設当たり年額            ５，１９１，１６６円→５，１９６，４４７円 

 

（９）家庭支援専門相談員加算 

（児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、児童心理治療施設） 

１施設当たり年額           ５，８１６，３５４円→５，８２１，５８０円 

 

（10）自立支援担当職員（児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援

助ホーム、母子生活支援施設） 

    １施設当たり年額 

常勤職員配置        ５，８２９，７７５円→５，８２１，５８０円 

非常勤職員配置       ２，９７８，１１５円→２，９７８，６０１円 

 

（11）地域小規模児童養護施設等バックアップ職員（児童養護施設） 

    １施設当たり年額                  ５，１７３，２８０円 

 

（12）一時保護実施特別加算 

    １施設当たり年額         １５，８６４，７３６円→１５，８７６，６３６円 

 

（13）社会保険料事業主負担金                          ２１．３２８％ 

  

（14）降灰除去費                 １５２，４６０円→ １５３，８９０円 

 

（15）社会的養護処遇改善加算費 

      処遇改善加算（Ⅰ）                   ６，０６０円 

      処遇改善加算（Ⅱ）                   ６，０６０円 

      処遇改善加算（Ⅲ）                  １８，２００円 

      処遇改善加算（Ⅳ）                    ４２，４８０円 

      処遇改善加算（Ⅴ）                   ６，０６０円 

 

 

 



 

（16）児童相談所一時保護所処遇改善加算費 

       保育士                        ７，８００円 

       心理療法担当職員                   ９，３００円 

       個別対応職員                     ９，３００円 

       看護師                        ９，４００円 

 ※なお、令和３年３月22日子発0322第２号厚生労働省子ども家庭局長通知「児童相談所 

一時保護所職員の処遇改善について」に定める研修を受講した場合、勤務の特殊性に 

応じて支給する手当（「特殊業務手当」）等の額の合計額（上限20,000 円）から職 

種毎に定める上の額を差し引いた額を支弁するものとする。 

 

２．事業費関係 

 

（１）一般生活費 

  ①児童養護施設 

    ・乳児分１人月額             ５９，８５０円→６０，１３０円 

    ・乳児以外分１人月額              ５１，８７０円→５２，１２０円 

   

②児童自立支援施設 

    ・入所児童分１人月額              ５１，８７０円→５２，１２０円 

    ・通所児童分１人月額              １５, ８９０円→１５, ９７０円 

   

③児童心理治療施設 

    ・入所児童分１人月額              ５２，３２０円→５２，５７０円 

    ・通所児童分１人月額              １５，８９０円→１５，９７０円 

   

④里親 

    ・乳児分１人月額                ６０，１１０円→６０，３９０円 

    ・乳児以外分１人月額              ５２，１３０円→５２，３７０円 

   

⑤乳児院 

    ・３歳未満児分１人月額             ５９，８５０円→６０，１３０円 

    ・３歳以上児分１人月額             ５１，８７０円→５２，１２０円 

   

⑥ファミリーホーム 

      ・乳児分１人月額                ５９，８５０円→６０，１３０円 

    ・乳児以外分１人月額              ５１，８７０円→５２，１２０円   

   

⑦自立援助ホーム 

    ・障害等を有しており、就労等が困難で収入がない児童等 

    ・児童養護施設等に入所できない高校生であって就労等による収入がない児童等 

                            ５１，８７０円→５２，１２０円 

    ・上記以外の者                 １１，３１０円→１１，３６０円 

   

 



 

⑧母子生活支援施設 

    ・入所者１人月額                           ３，８６０円→３，８８０円 

    ・保育室保育入所児童 

      ３歳未満児１人月額                ９，６８０円→９，７３０円 

      ３歳以上児１人月額                 ６，１５０円→６，１８０円 

   

⑨乳児院病虚弱児等児童加算費       

    ・児童１人月額              １０４，７５０円→１０４，９７０円 

   

⑩児童相談所一時保護所 

    ・乳児分１人につき、 

      １日目～５日目                 ５，８４０円→５，８７０円 

      ６日目～30日目                           １，２１０円 

      31日目～                    １，９７０円→１，９８０円 

    ・乳児以外分１人につき、 

      １日目～５日目                 ４，３２０円→４，３４０円 

      ６日目～１月未満                １，１９０円→１，２００円 

      31日目～                            １，７１０円 

          

（２）見学旅行費 

    ・児童１人あたり 

      小学校第６学年                ２１，８９０円→２２，６９０円 

      中学校第３学年                       ６０，９１０円 

      高等学校第３学年                     １１１，２９０円 

  

（３）教育費 

小学校                             ２，２１０円 

中学校                            ４，３８０円 

特別支援学校高等部                                 ４，３８０円 

 

（４）入進学支度金 

   小学校第１学年入学児童                      ６４，３００円 

   中学校第１学年入学児童                      ８１，０００円 

 

（５）特別育成費 

国・公立高等学校                                 ２３，３３０円 

私立高等学校                        ３４，５４０円 

    入学時特別加算費                         ８６，３００円 

   資格取得等特別加算費                    ５７，６２０円 

   補習費                           ２０，０００円 

   補習費（高等学校第３学年）                 ２５，０００円 

   補習費（特別保護単価）                   ２５，０００円 

 

 



 

（６）夏季等特別行事費                                  ３，１５０円 

 

（７）期末一時扶助費                               ５，４８０円→５，５００円 

 

（８）職業補導費                                                ５，０３０円 

             

（９）冷暖房費  

区分 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 その他 

児童養護施

設 
５，２９０円 ４，９８０円 ４，９２０円 ３，７８０円 ８７０円 

児童自立支

援施設 
６，０８０円 ５，７００円 ５，６３０円 ４，３３０円 ８７０円 

里親 ３，６４０円 ３，４９０円 ３，４５０円 ２，７６０円 ８７０円 

母子生活支

援施設 
２，４４０円 ２，２４０円 ２，２１０円 １，６６０円 １３０円 

乳児院 

 
８，７８０円 ８，１３０円 ８，０２０円 ６，２４０円 ８７０円 

児童心理治

療施設 
６，５２０円 ６，０９０円 ６，０１０円 ４，６４０円 ８７０円 

一時保護所 ４，７４０円 ４，４７０円 ４，４２０円 ３，５３０円 ８７０円 

ファミリー

ホーム 
４，８４０円 ４，５８０円 ４，５３０円 ３，４６０円 ８７０円 

自立援助ホ

ームＡ 
５，８５０円 ５，４９０円 ５，４２０円 ４，１７０円 ８７０円 

自立援助ホ

ームＢ 
２，８１０円 ２，５８０円 ２，５４０円 １，８７０円 １３０円 

※ この表における「１級地から４級地」については、国家公務員の寒冷地手当に関す

る法律（昭和24年法律第200号）第１条第１号及び２号に定める地域とし、その他は

１級地から４級地までの地域以外の地域とする。 

 

（10）就職支度費                                     ８２，７６０円 

     特別基準                                  １９８，５４０円 

 

（11）大学進学等自立生活支度費                              ８２，７６０円 

     特別基準                                  １９８，５４０円 

 

（12）葬祭費                                      １５９，０４０円 

 

（13）受託支度費                                      ４４，６３０円 

 

 

 

 

 



 

３．その他 

（１）指定管理者制度を導入する公設民営施設における人員配置引き上げへの対応 

「児童福祉施設設備及び運営に関する基準」において、平成２５年４月１日より職

員配置基準の引上げが行われたところであるが、公設民営の施設で指定管理者制度を

導入し、複数年契約としている場合においても、措置費の基本的人員配置の引上げに

伴う職員の確保と、必要な加算職員の配置に対応した契約の見直しについて、引き続

き配慮をお願いしたい。 

 

（２）保育の措置に係る徴収金基準額の例外措置 

   児童福祉法第２４条第５項及び第６項に基づく保育の措置に係る徴収金基準額につ

いては、子ども・子育て支援新制度における２号及び３号認定子どもに適用される利

用者負担額に準ずるものとし、保育標準時間認定に適用される額を基本とすることと

されているところであるが、例外措置として、入所児童又はその扶養義務者が子ども

・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）第５６条の各号に掲げる事

由に該当すると市町村が認めた場合には、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年

政令第２４３号）第２４条に準じて徴収金基準額を定めることも可能であること。 

 

  



 

別紙 管理費単価表 

事務費の保護単価に含まれている管理費 

定  員 
①児童養護施設 ③児童自立支援施設 

(5.5：1) (5：1) (4.5：1) (4：1) (4.5：1) (4：1) (3.5：1) (3：1) 

人 円 円 円 円 円 円 円 円 

20 まで 33,574 33,574 33,574 35,205       

 21 ～ 25 29,003 29,546 30,090 31,449         

 26 ～ 30 24,431 25,518 26,605 27,692 25,122 26,209 27,296 28,383 

 31 ～ 35 22,112 23,063 24,014 24,965 22,824 23,775 24,726 26,085 

 36 ～ 40 19,790 20,605 21,420 22,235 20,523 21,338 22,153 23,784 

 41 ～ 45 18,489 19,223 19,956 21,016 19,317 20,377 21,110 22,904 

 46 ～ 50 16,391 17,044 17,696 19,000 17,952 19,257 19,909 21,866 

 51 ～ 55 15,520 16,118 16,716 17,912 17,036 18,232 19,102 20,896 

 56 ～ 60 14,645 15,189 15,732 16,820 16,117 17,204 18,291 19,922 

 61 ～ 65 13,999 14,504 15,242 16,252 15,432 16,441 17,451 18,965 

 66 ～ 70 13,352 13,818 14,750 15,682 14,745 15,677 16,609 18,006 

 71 ～ 75 12,869 13,305 14,179 15,053 14,290 15,164 16,241 17,755 

 76 ～ 80 12,383 12,790 13,606 14,421 13,833 14,649 15,871 17,502 

 81 ～ 85 12,183 12,749 13,519 14,471 13,670 14,622 15,776 17,316 

 86 ～ 90 11,980 12,705 13,429 14,517 13,504 14,591 15,678 17,127 

 91 ～ 95 11,691 12,380 13,068 14,101 13,354 14,387 15,582 16,959 

 96 ～100 11,399 12,051 12,703 13,681 13,201 14,179 15,483 16,788 

101 ～105 11,227 11,850 12,472 13,554 12,956 14,038 15,135 16,677 

106 ～110 10,986 11,579 12,172 13,358 12,710 13,896 14,785 16,564 

111 ～115 10,802 11,370 12,074 13,075 12,504 13,504 14,492 16,197 

116 ～120 10,616 11,159 11,974 12,790 12,296 13,111 14,198 15,828 

121 ～125 10,459 10,981 11,765 12,675 12,221 13,130 14,175 15,743 

126 ～130 10,302 10,803 11,556 12,559 12,146 13,149 14,152 15,658 

131 ～135 10,261 10,861 11,586 12,554 12,000 12,967 14,051 15,619 

136 ～140 10,219 10,918 11,616 12,548 11,853 12,785 13,950 15,580 

141 ～145 10,098 10,773 11,448 12,458 11,802 12,812 13,938 15,514 

146 ～150 9,973 10,625 11,277 12,364 11,748 12,835 13,922 15,444 

151 以上 9,859 10,491 11,224 12,175 11,622 12,573 13,728 15,202 

              

 

定 員 ②地域小規模児童養護施設 
 

 円 

１施設あたり 44,107 

 

 

 

 

 



 

④乳児院 

定  員 
２歳未満児 ２歳児 ３歳以上児 

(1.6:1) (1.5:1) (1.4:1) (1.3:1)  (4:1) (3.5:1) (3:1) 

人 円 円 円 円 円 円 円 円 

 10 まで 64,584  67,846  67,846  71,109  59,390  53,852  53,852  53,852  
 11 ～ 15 49,316  51,491  53,666  55,841  44,976  36,279  36,279  38,455  
 16 ～ 20 42,900  42,900  44,531  46,163  37,936  29,783  31,415  33,047  
 21 ～ 25 36,975  38,280  39,585  40,890  33,950  26,124  27,429  28,735  
 26 ～ 30 35,417  36,505  37,592  39,767  31,557  23,948  25,036  26,124  
 31 ～ 35 34,033  35,393  36,752  38,655  30,289  22,626  23,605  24,910  
 36 ～ 40 32,649  34,280  35,911  37,543  29,021  21,303  22,174  23,697  
 41 ～ 45 31,786  33,254  35,048  36,517  27,950  20,178  20,939  22,680  
 46 ～ 50 30,923  32,228  34,185  35,490  26,879  19,052  19,705  21,663  
 51 ～ 55 30,375  31,571  33,365  34,833  26,435  18,576  19,261  21,187  
 56 ～ 60 29,827  30,914  32,545  34,176  25,992  18,100  18,818  20,711  
 61 ～ 65 29,413  30,655  32,170  33,918  25,605  17,680  18,431  20,291  
 66 ～ 70 28,997  30,395  31,794  33,658  25,218  17,260  18,044  19,871  
 71 ～ 75 28,707  30,018  31,533  33,484  24,866  16,876  17,692  19,487  
 76 ～ 80 28,416  29,639  31,270  33,309  24,513  16,491  17,339  19,102  
 81 ～ 85 28,172  29,508  31,194  32,975  24,185  16,130  17,011  18,741  
 86 ～ 90 27,927  29,377  31,117  32,640  23,856  15,768  16,682  18,379  
 91 以上 27,619  28,996  30,518  32,259  23,545  15,424  16,371  18,035  

   

⑤10 人未満を入所 

させる乳児院 

円 

60,971 

 

 

定  員 
⑥母子生活支援施設 

一般分 保育士加算 指導員兼事務員加算 

世帯 円 円 円 

 10 まで  41,966  2,167  

 11 ～ 20 26,482  1,625  [1,625]  

 21 ～ 30 19,370  1,083  1,083  

 31 ～ 40 14,888  975  813  

 41 ～ 50 13,569  866  732  

 51 以上 12,250  758  650  

母子生活支援施設 円 

10 世帯母子支援員加算 3,250  

20 世帯母子支援員加算 1,625  

30 世帯母子支援員加算 1,083  

31～40 世帯母子支援員加算 813  

41～50 世帯母子支援員加算 650  

51 世帯以上母子支援員加算 542  

 

 

 



 

 
定  員 

⑦児童心理治療施設 

(4.5:1) (4:1) (3.5:1) (3:1) 

人 円 円 円 円 

  ～ 20 31,757 33,580 35,211 36,841 

20 ～ 25 27,743 29,198 30,557 31,916 

26 ～ 30 24,279 25,366 26,453 27,540 

31  ～  45 22,492 23,444 24,395 25,753 

36  ～  40 20,704 21,520 22,335 23,965 

41  ～  45 19,785 20,846 21,579 23,373 

46 人以上 18,865 20,170 20,822 22,779 

        

⑧ファミリーホーム 
円 

2,840 

定  員 
⑨自立援助ホ

ーム 

人 円 

 ６まで 41,797  

７ ～ ９ 31,190  

10 ～ 12 25,887  

13 ～ 15 22,705  

16 ～ 18 20,583  

19 以上 18,693  



 

⑩年少児加算分 

乳児 １歳児 ２歳児 年少児 

(5.5:1)※1 円 (5.5:1) ※1 円 (5.5:1) ※1 円 (5.5:1) ※1 円 

1.6:1 14,774 1.6:1 14,774   10,485  4:1 2,226 

※２ 1.5:1 16,252 ※３ 1.5:1 16,252    ※４ 3.5:1 3,386 

1.4:1 18,058 1.4:1 18,058    3:1 4,925 

1.3:1 19,120 1.3:1 19,120       

(5:1) ※1   (5:1) ※1   (5:1) ※1  (5:1) ※1   

1.6:1 14,132 1.6:1 14,132   9,850  4:1 1,625 

※２ 1.5:1 15,478 ※３ 1.5:1 15,478    ※４ 3.5:1 2,802 

1.4:1 17,107 1.4:1 17,107    3:1 4,334 

1.3:1 19,120 1.3:1 19,120       

(4.5:1) ※1   (4.5:1) ※1   (4.5:1) ※1  (4.5:1) ※1   

1.6:1 13,543 1.6:1 13,543   9,029  4:1 903 

※２ 1.5:1 14,774 ※３ 1.5:1 14,774    ※４ 3.5:1 2,070 

1.4:1 16,252 1.4:1 16,252    3:1 3,612 

1.3:1 18,058 1.3:1 18,058       

(4:1) ※1   (4:1) ※1   (4:1) ※1  (4:1) ※1   

1.6:1 12,501 1.6:1 12,501   8,126  ※４ 3.5:1 1,161 

※２ 1.5:1 13,543 ※３ 1.5:1 13,543    3:1 2,709 

1.4:1 15,478 1.4:1 15,478     

1.3:1 17,107 1.3:1 17,107    

※１ 少年に対する職員配置状況 

※２ 乳児に対する職員配置状況 

※３ １歳児に対する職員配置状況 

※４ ３歳以上児に対する職員配置状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

⑪小規模グループケア加算分 

定  員 
児童養護 

施設 

児童自立 

支援施設 
乳児院 

児童心理治

療施設 

10 まで ― ― 14,850 ― 

11 ～ 15 ― ― 9,900 ― 

16 ～ 20 7,420(※1) ― 7,420 7,420(※1) 

21 ～ 25 5,940 ― 5,940 5,940 

26 ～ 30 4,950 4,950(※2) 4,950 4,950 

31 ～ 35 4,240 4,240 4,240 4,240 

36 ～ 40 3,710 3,710 3,710 3,710 

41 ～ 45 3,300 3,300 3,300 3,300 

46 ～ 50 2,970 2,970 2,970 2,970(※4) 

51 ～ 55 2,700 2,700 2,700 ― 

56 ～ 60 2,470 2,470 2,470 ― 

61 ～ 65 2,280 2,280 2,280 ― 

66 ～ 70 2,120 2,120 2,120 ― 

71 ～ 75 1,980 1,980 1,980 ― 

76 ～ 80 1,850 1,850 1,850 ― 

81 ～ 85 1,740 1,740 1,740 ― 

86 ～ 90 1,650 1,650 1,650 ― 

91 ～ 95 1,560 1,560 1,560(※3) ― 

96 ～100 1,480 1,480 ― ― 

101～105 1,410 1,410 ― ― 

106～110 1,350 1,350 ― ― 

111～115 1,290 1,290 ― ― 

116～120 1,230 1,230 ― ― 

121～125 1,180 1,180 ― ― 

126～130 1,140 1,140 ― ― 

131～135 1,100 1,100 ― ― 

136～140 1,060 1,060 ― ― 

141～145 1,020 1,020 ― ― 

146～150 990 990 ― ― 

151 以上 950 950 ― ― 

(※1)は 20 人までの単価 

(※2)は 30 人までの単価 

(※3)は 91 人以上の単価 

(※4)は 46 人以上の単価 

 

 

 

 



 

⑫里親支援専門相談員加算分  ⑬個別対応職員加算分  

定  員 
児童養護 

施設 
乳児院 

 10 人未満を入所させる 

乳児院 

円  

3,612  

人 円 円      

 10 まで ― 4,041  ⑬個別対応職員加算分  

 11 ～ 15 ― 2,694  定  員 母子生活支援施設  

 16 ～ 20 2,020(※1) 2,020  世帯   

 21 ～ 25 1,616 1,616   10 まで 2,167  

 26 ～ 30 1,347 1,347   11 ～ 20 1,625  

 31 ～ 35 1,155 1,155   21 ～ 30 1,083  

 36 ～ 40 1,010 1,010   31 ～ 40 813  

 41 ～ 45 898 898   41 ～ 50 650  

 46 ～ 50 808 808   51 以上 591  

 51 ～ 55 735 735      

 56 ～ 60 673 673      

 61 ～ 65 622 622      

 66 ～ 70 577 577      

 71 ～ 75 539 539      

 76 ～ 80 505 505      

 81 ～ 85 475 475      

 86 ～ 90 449 449      

 91 ～ 95 425 425(※2)      

 96 ～100 404 ―      

101 ～105 385 ―      

106 ～110 367 ―      

111 ～115 351 ―      

116 ～120 337 ―      

121 ～125 323 ―  
 

  

126 ～130 311 ―    

131 ～135 299 ―      

136 ～140 289 ―      

141 ～145 279 ―      

146 ～150 269 ―      

151 以上 261 ―      

(※1)は 20 人までの単価 

(※2)は 91 人以上の単価 

  



 

定  員 

⑭職業指導員

加算分（児

童 養 護 施

設） 

⑮家庭支援専門

相談員加算分 

⑯ボイラー技士

雇上費加算分 

⑰児童養護施

設等特別指

導費加算分 

⑱児童養護

施 設 等 指

導 員 特 別

加算分 

人 円 円 円 円 円 

20 まで 1,625 1,625 31 39 39  

 21 ～ 25 1,300 1,300 25 31 31  

 26 ～ 30 1,083 1,083 21 26 26  

 31 ～ 35 929 929 18 22 22  

 36 ～ 40 813 813 16 20 ― 

 41 ～ 45 722 722 14 17 ― 

 46 ～ 50 650 650 13 16 ― 

 51 ～ 55 591 591 11 14 ― 

 56 ～ 60 542 542 10 13 ― 

 61 ～ 65 500 500 10 12 ― 

 66 ～ 70 464 464 9 11 ― 

 71 ～ 75 433 433 8 10 ― 

 76 ～ 80 406 406 8 10 ― 

 81 ～ 85 382 382 7 9 ― 

 86 ～ 90 361 361 7 9 ― 

 91 ～ 95 342 342 7 8 ― 

 96 ～100 325 325 6 8 ― 

101 ～105 310 310 6 7 ― 

106 ～110 295 295 6 7 ― 

111 ～115 283 283 5 7 ― 

116 ～120 271 271 5 7 ― 

121 ～125 260 260 5 6 ― 

126 ～130 250 250 5 6 ― 

131 ～135 241 241 5 6 ― 

136 ～140 232 232 4 6 ― 

141 ～145 224 224 4 5 ― 

146 ～150 217 217 4 5 ― 

151 以上 210 210 4 5 ― 

 

⑲母子生活支援施設 

特別生活指導費加算分 

⑳母子生活支援施設（定員 40 世帯以

上）の母子支援員、少年指導員加算分 

世帯 円 円 

 10 まで 78  ― 

 11 ～ 20 39  ― 

 21 ～ 30 26  ― 

 31 ～ 40 20  [887] 

 41 ～ 50 16  710 

 51 以上 14  591 

[  ]書は 40 世帯分の単価



 

 

㉑心理療法担当職員加算分（児童養護施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 20 まで 1,625 1,774 1,774  

 21 ～ 25 1,300 1,419 1,419  

 26 ～ 30 1,083 1,183 1,183  

 31 ～ 35 929 1,014 1,014  

 36 ～ 40 813 887 887  

 41 ～ 45 722 789 789  

 46 ～ 50 650 710 710  

 51 ～ 55 591 645 645  

 56 ～ 60 542 591 591  

 61 ～ 65 500 546 546  

 66 ～ 70 464 507 507  

 71 ～ 75 433 473 473  

 76 ～ 80 406 444 444  

 81 ～ 85 382 418 418  

 86 ～ 90 361 394 394  

 91 ～ 95 342 374 374  

 96 ～100 325 355 355  

101 ～105 310 338 338  

106 ～110 295 323 323  

111 ～115 283 309 309  

116 ～120 271 296 296  

121 ～125 260 284 284  

126 ～130 250 273 273  

131 ～135 241 263 263  

136 ～140 232 254 254  

141 ～145 224 245 245  

146 ～150 217 237 237  

151 以上 210 229 229  

 

  



 

 

㉑心理療法担当職員加算分（児童自立支援施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 30 まで 1,083 1,183 1,183  

 31 ～ 35 929 1,014 1,014  

 36 ～ 40 813 887 887  

 41 ～ 45 722 789 789  

 46 ～ 50 650 710 710  

 51 ～ 55 591 645 645  

 56 ～ 60 542 591 591  

 61 ～ 65 500 546 546  

 66 ～ 70 464 507 507  

 71 ～ 75 433 473 473  

 76 ～ 80 406 444 444  

 81 ～ 85 382 418 418  

 86 ～ 90 361 394 394  

 91 ～ 95 342 374 374  

 96 ～100 325 355 355  

101 ～105 310 338 338  

106 ～110 295 323 323  

111 ～115 283 309 309  

116 ～120 271 296 296  

121 ～125 260 284 284  

126 ～130 250 273 273  

131 ～135 241 263 263  

136 ～140 232 254 254  

141 ～145 224 245 245  

146 ～150 217 237 237  

151 以上 210 229 229  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

㉑心理療法担当職員加算分（乳児院） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

 10 まで 3,250 3,545  3,548  

 11 ～ 15 2,167 2,363  2,366  

 16 ～ 20 1,625 1,773  1,774  

 21 ～ 25 1,300 1,418  1,419  

 26 ～ 30 1,083 1,182  1,183  

 31 ～ 35 929 1,013  1,014  

 36 ～ 40 813 886  887  

 41 ～ 45 722 788  789  

 46 ～ 50 650 709  710  

 51 ～ 55 591 645  645  

 56 ～ 60 542 591  591  

 61 ～ 65 500 545  546  

 66 ～ 70 464 506  507  

 71 ～ 75 433 473  473  

 76 ～ 80 406 443  444  

 81 ～ 85 382 417  418  

 86 ～ 90 361 394  394  

 91 以上 342 373  374  

 

㉑心理療法担当職員加算分（母子生活支援施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

世帯 円 円 円 

 10 まで 2,167  3,545 3,548  

 11 ～ 20 1,625  1,773 1,774  

 21 ～ 30 1,083  1,182 1,183  

 31 ～ 40 813  886 887  

 41 ～ 50 650  709 710  

 51 以上 542  591 591  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

㉑心理療法担当職員加算分（児童心理治療施設） 

定  員 常勤職員 常勤的非常勤 非常勤 

人 円 円 円 

20 人まで 1,625 － － 

21 ～ 25 1,300 － － 

 26 ～ 30 1,083 － － 

 31 ～ 35 929 － － 

 36 ～ 40 813 － － 

 41 ～ 45 722 － － 

 46 人以上 650 － － 

 

定  員 
㉒看護師加算分 

(児童養護施設) 

 ㉓児童自立支援施設 

 通所部分 

円 

 4,623  

人 円    

 20 まで 316  ㉔児童心理治療施設通

所部分 

円 

 21 ～ 25 253  6,900 

 26 ～ 30 210    

 31 ～ 35 180    

 36 ～ 40 158    

 41 ～ 45 140    

 46 ～ 50 126    

 51 ～ 55 115    

 56 ～ 60 105    

 61 ～ 65 97    

 66 ～ 70 90    

 71 ～ 75 84    

 76 ～ 80 79    

 81 ～ 85 74    

 86 ～ 90 70    

 91 ～ 95 66    

 96 ～100 63    

101 ～105 60    

106 ～110 57    

111 ～115 55    

116 ～120 53    

121 ～125 51    

126 ～130 49    

131 ～135 47    

136 ～140 45    

141 ～145 44    

146 ～150 42    

151 以上 41    



 

 

定  員 

㉕小規模かつ地域分散化

加算分 

(児童養護施設) 

人 円 

 20 まで 1,625 

 21 ～ 25 1,300 

 26 ～ 30 1,083 

 31 ～ 35 929 

 36 ～ 40 813 

 41 ～ 45 722 

 46 ～ 50 650 

 51 ～ 55 591 

 56 ～ 60 542 

 61 ～ 65 500 

 66 ～ 70 464 

 71 ～ 75 433 

 76 ～ 80 406 

 81 ～ 85 382 

 86 ～ 90 361 

 91 ～ 95 342 

 96 ～100 325 

101 ～105 310 

106 ～110 295 

111 ～115 283 

116 ～120 271 

121 ～125 260 

126 ～130 250 

131 ～135 241 

136 ～140 232 

141 ～145 224 

146 ～150 217 

151 以上 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 員 
㉕小規模かつ地域分散化加算分 

（地域小規模児童養護施設） 

         

 円 

１施設あたり 5,417 



 

 

定  員 

㉖地域小規模児童養護施

設等バックアップ職員

加算分 

(児童養護施設) 

人 円 

 20 まで 1,625 

 21 ～ 25 1,300 

 26 ～ 30 1,083 

 31 ～ 35 929 

 36 ～ 40 813 

 41 ～ 45 722 

 46 ～ 50 650 

 51 ～ 55 591 

 56 ～ 60 542 

 61 ～ 65 500 

 66 ～ 70 464 

 71 ～ 75 433 

 76 ～ 80 406 

 81 ～ 85 382 

 86 ～ 90 361 

 91 ～ 95 342 

 96 ～100 325 

101 ～105 310 

106 ～110 295 

111 ～115 283 

116 ～120 271 

121 ～125 260 

126 ～130 250 

131 ～135 241 

136 ～140 232 

141 ～145 224 

146 ～150 217 

151 以上 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

定  員 

㉗医療的ケア児等受入加

算分 

(児童養護施設) 

人 円 

 20 まで 14,850 

 21 ～ 25 11,880 

 26 ～ 30 9,900 

 31 ～ 35 8,480 

 36 ～ 40 7,420 

 41 ～ 45 6,600 

 46 ～ 50 5,940 

 51 ～ 55 5,400 

 56 ～ 60 4,950 

 61 ～ 65 4,570 

 66 ～ 70 4,240 

 71 ～ 75 3,960 

 76 ～ 80 3,710 

 81 ～ 85 3,490 

 86 ～ 90 3,300 

 91 ～ 95 3,120 

 96 ～100 2,970 

101 ～105 2,830 

106 ～110 2,700 

111 ～115 2,580 

116 ～120 2,470 

121 ～125 2,370 

126 ～130 2,280 

131 ～135 2,200 

136 ～140 2,120 

141 ～145 2,040 

146 ～150 1,980 

151 以上 1,910 

 

定  員 

㉗医療的ケア児等受入加

算分 

(乳児院) 

人 円 

 10 まで 18,100 

 11 ～ 15 12,070 

 16 ～ 20 9,050 

 21 ～ 25 7,240 

 26 ～ 30 6,030 

 31 ～ 35 5,170 

 36 ～ 40 4,520 

 41 ～ 45 4,020 

 46 ～ 50 3,620 

 51 ～ 55 3,290 

 56 ～ 60 3,010 

 61 ～ 65 2,780 

 66 ～ 70 2,580 

 71 ～ 75 2,410 

 76 ～ 80 2,260 

 81 ～ 85 2,130 

86 ～ 90 2,010 

91 以上 1,900 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

定  員 

㉘自立支援担当職員加算

（Ⅰ）分 

(児童養護施設) 

人 円 

 20 まで 1,625 

 21 ～ 25 1,300 

 26 ～ 30 1,083 

 31 ～ 35 929 

 36 ～ 40 813 

 41 ～ 45 722 

 46 ～ 50 650 

 51 ～ 55 591 

 56 ～ 60 542 

 61 ～ 65 500 

 66 ～ 70 464 

 71 ～ 75 433 

 76 ～ 80 406 

 81 ～ 85 382 

 86 ～ 90 361 

 91 ～ 95 342 

 96 ～100 325 

101 ～105 310 

106 ～110 295 

111 ～115 283 

116 ～120 271 

121 ～125 260 

126 ～130 250 

131 ～135 241 

136 ～140 232 

141 ～145 224 

146 ～150 217 

151 以上 210 

定  員 

㉘自立支援担当職員加算

（Ⅰ）分 

(児童自立支援施設) 

人 円 

 30 まで 1,083 

 31 ～ 35 929 

 36 ～ 40 813 

 41 ～ 45 722 

 46 ～ 50 650 

 51 ～ 55 591 

 56 ～ 60 542 

 61 ～ 65 500 

 66 ～ 70 464 

 71 ～ 75 433 

 76 ～ 80 406 

 81 ～ 85 382 

 86 ～ 90 361 

 91 ～ 95 342 

 96 ～ 100 325 

101 ～ 105 310 

106 ～ 110 295 

111 ～ 115 283 

116 ～ 120 271 

121 ～125 260 

126 ～130 250 

131 ～135 241 

136 ～140 232 

141 ～145 224 

146 ～150 217 

151 以上 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 員 
㉘自立支援担当職員加算（Ⅰ）分 

（地域小規模児童養護施設） 

 円 

１施設あたり 5,417 



 

 
 

定  員 

㉘自立支援担当職員加算

（Ⅰ）分 

（母子生活支援施設) 

世帯 円 

 10 まで 2,167 

 11 ～ 20 1,625 

 21 ～ 30 1,083 

 31 ～ 40 813 

 41 ～ 50 650 

 51 以上 542 

 

 

 

 

 

 

 

定  員 

㉘自立支援担当職員加算

（Ⅰ）分 

(児童心理治療施設) 

人 円 

 20 まで 1,625 

 21 ～ 25 1,300 

 26 ～ 30 1,083 

 31 ～ 35 929 

 36 ～ 40 813 

 41 ～ 45 722 

 46 以上 650 

  

 

定  員 

㉘自立支援担当職員加算

（Ⅰ）分 

(自立援助ホーム) 

人 円 

 ６まで 1,625 

 ７ ～ ９ 1,300 

10 ～ 12 1,083 

 13 ～ 15 929 

 16 ～ 18 813 

 19 以上 650 

 

定 員 
㉘自立支援担当職員加算（Ⅰ）分 

（小規模分園型母子生活支援施設） 

 円 

１世帯あたり 6,501 



 

 
 

定  員 

㉙自立支援担当職員加算

（Ⅱ）分 

(児童養護施設) 

人 円 

 20 まで 39 

 21 ～ 25 31 

 26 ～ 30 26 

 31 ～ 35 22 

 36 ～ 40 20 

 41 ～ 45 17 

 46 ～ 50 16 

 51 ～ 55 14 

 56 ～ 60 13 

 61 ～ 65 12 

 66 ～ 70 11 

 71 ～ 75 11 

 76 ～ 80 10 

 81 ～ 85 9 

 86 ～ 90 9 

 91 ～ 95 8 

 96 ～100 8 

101 ～105 8 

106 ～110 7 

111 ～115 7 

116 ～120 7 

121 ～125 6 

126 ～130 6 

131 ～135 6 

136 ～140 6 

141 ～145 5 

146 ～150 5 

151 以上 5 

定  員 

㉙自立支援担当職員加算

（Ⅱ）分 

(児童自立支援施設) 

人 円 

 30 まで 26 

 31 ～ 35 22 

 36 ～ 40 20 

 41 ～ 45 17 

 46 ～ 50 16 

 51 ～ 55 14 

 56 ～ 60 13 

 61 ～ 65 12 

 66 ～ 70 11 

 71 ～ 75 11 

 76 ～ 80 10 

 81 ～ 85 9 

 86 ～ 90 9 

 91 ～ 95 8 

 96 ～ 100 8 

101 ～ 105 8 

106 ～ 110 7 

111 ～ 115 7 

116 ～ 120 7 

121 ～125 6 

126 ～130 6 

131 ～135 6 

136 ～140 6 

141 ～145 5 

146 ～150 5 

151 以上 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 員 
㉙自立支援担当職員加算（Ⅱ）分 

（地域小規模児童養護施設） 

 円 

１施設あたり 131 



 

 
 

定  員 

㉙自立支援担当職員加算

（Ⅱ）分 

（母子生活支援施設) 

世帯 円 

 10 まで 52 

 11 ～ 20 39 

 21 ～ 30 26 

 31 ～ 40 20 

 41 ～ 50 16 

 51 以上 13 

 

 

 

 

 

 

 

定  員 

㉙自立支援担当職員加算

（Ⅱ）分 

(児童心理治療施設) 

人 円 

 30 まで 26 

 31 ～ 35 22 

 36 ～ 40 20 

 41 ～ 45 17 

 46 以上 16 

  

 

定  員 

㉙自立支援担当職員加算

（Ⅱ）分 

(自立援助ホーム) 

人 円 

 ６まで 131 

 ７ ～ ９ 87 

10 ～ 12 65 

 13 ～ 15 52 

 16 ～ 18 44 

 19 以上 41 

 

 

 

定 員 
㉙自立支援担当職員加算（Ⅱ）分 

（小規模分園型母子生活支援施設） 

 円 

１世帯あたり 157 



 

 
別紙２  

令和３年度 児童福祉施設等職員の本俸基準額 

（単位：円） 

区分 
児童養護 

施設 

児童自立 

支援施設 
乳児院 

母子生活 

支援施設 

児童心理 

治療施設 

ファミリー 

ホーム 

自立援助 

ホーム 

所長 

 

 

 

福(4-1) 

275,900 

福(2-33) 

257,900 

福(4-13) 

298,500 

 

福(4-1) 

275,900 

 

福(4-1) 

275,900 

福(2-33) 

257,900 

福(4-13) 

298,500 

 
  

主任児童 

指導員 

福(2-17) 

240,108     

福(2-17) 

240,108 

福(2-17) 

240,108 

児童指導員 

 

福(2-5) 

220,830  

福(2-5) 

220,830  

福(2-17) 

240,108  

福(2-5) 

220,830 

職業指導員 

 

福(1-25) 

198,390 

福(1-25) 

198,390      

心理療法 

担当職員     

福(2-5) 

220,830   

児童自立支援 

専門員 

 

 

 

福(2-17) 

240,108

福(2-5) 

220,830 

     

主任母子 

指導員    

福(2-17) 

240,108    

母子支援員 

    

福(2-13) 

233,784    

児童生活 

支援員  

福(1-37) 

216,342      

主任保育士 

 

福(1-33) 

211,242    

福(1-41) 

221,646   

保育士 

 

福(1-29) 

205,530  

福(1-29) 

205,530 

福(1-25) 

198,390 

福(1-37) 

216,342   

事務員 

 

行Ⅰ(2-9) 

 209,400 

行Ⅰ(2-9) 

209,400 

行Ⅰ(2-9) 

209,400 

行Ⅰ(2-9) 

209,400 

行Ⅰ(2-9) 

209,400   

医師 

     

医Ⅰ(2-5) 

346,500   

家庭支援 

専門相談員 

福(2-5) 

220,830 

福(2-5) 

220,830 

福(2-5) 

220,830  

福(2-5) 

220,830   

個別対応職員 

 

福(2-5) 

220,830 

福(2-5) 

220,830 

福(2-5) 

220,830  

福(2-5) 

220,830   

看護師長 

   

医Ⅲ(3-9) 

251,700     

看護師 

 

医Ⅲ(2-25) 

232,700  

医Ⅲ(2-25) 

232,700  

医Ⅲ(2-25) 

232,700   

栄養士 

 

医Ⅱ(2-5) 

194,700 

医Ⅱ(2-5) 

194,700 

医Ⅱ(2-5) 

194,700  

医Ⅱ(2-5) 

194,700   

調理員等 

 

行Ⅱ(1-37) 

176,200 

行Ⅱ(1-37) 

176,200 

行Ⅱ(1-37) 

176,200 

行Ⅱ(1-37) 

176,200 

行Ⅱ(1-37) 

176,200   

（注）１．この表は、予算積算上の給与格付を例示したものである。 

   ２．「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸を指している。 

   ３．「所長」欄の母子生活支援施設にあっては上段は 21 世帯以上、下段は 20 世帯以下であり、その他にあって

は上段は 51 人以上、下段は 50 人以下の施設である。 

   ４．児童養護施設の主任児童指導員は、所長が４級以上の施設である。 

   ５．直接処遇職員のうち別に定める職種にあっては、上記表の本俸基準額と別に定める特殊業務手当基準額を加

えたものを本俸基準額とする。 

   ６．直接処遇職員（医師、看護師を除く）にあっては当該俸給額の他、特別給与改善費を加えたものを本俸基準

額としている。 

 



 

 
別紙３ 

令和３年度 児童福祉施設等職員の特殊業務手当基準額 

 

施 設 別 職  種 
特殊業務手当基準額 

調整数 基本額 

   
円 

児童養護施設 １．主任児童指導員 1 9,300 

  ２．その他の児童指導員 1 9,300 

  ３．保育士 1 7,800 

  ４．職業指導員 1 7,800 

児童自立支援施設 １．児童と起居をともにする児童自立支援専門員 4 9,300 

 
２．児童と起居をともにする児童生活支援員 4 7,800 

 
（夫婦制の児童生活支援員を除く） 

  

 
３．その他の児童自立支援専門員 3 9,300 

 
４．夫婦制の児童生活支援員 2 7,800 

 
５．職業指導員 3 7,800 

乳児院 １．児童指導員 1 9,300 

 
２．保育士 1 7,800 

母子生活支援施設 １．母子支援員 1 9,300 

 
２．保育士 1 7,800 

 
３．少年指導員 1 9,300 

児童心理治療施設 １．児童と起居をともにする児童指導員 4 9,300 

 
２．児童と起居をともにする保育士 4 7,800 

 
３．その他の児童指導員 3 9,300 

 
４．その他の保育士 3 7,800 

 
５．看護師 2 9,400 

 
６．セラピスト 1 9,300 

 
７．医師 2 13,100 

ファミリーホーム １．主任児童指導員 1 9,300 

自立援助ホーム １．主任児童指導員 1 9,300 

 
２．児童指導員 1 9,300 

（注）上記表に該当する職種の特殊業務手当基準額は、基本額に、調整数欄に掲げる調整

数を乗じて得た額である。 


